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別記様式第５の１（第26条関係）

地域活性化総合特別区域指定申請書

平成２３年９月３０日

内閣総理大臣 野田 佳彦 殿

和歌山県知事 仁坂 吉伸 印

総合特別区域法第31条第１項の規定に基づき、地域活性化総合特別区域について

指定を申請します。

◇指定を申請する地域活性化総合特別区域の名称

和歌山県「高野・熊野」文化・地域振興総合特区

① 指定申請に係る区域の範囲

ⅰ）総合特区として見込む区域の範囲

ア）和歌山県田辺市、新宮市、那智勝浦町、白浜町、すさみ町、かつらぎ町、

九度山町、高野町の区域

ⅱ）区域設定の根拠

世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第１１条に規定する世界遺

産一覧表に記載されている紀伊山地の霊場と参詣道のうち県内に所在している

区域

② 指定申請に係る区域における地域の活性化に関する目標及びその達成のために

取り組むべき政策課題

ⅰ）総合特区により実現を図る目標

ア）定性的な目標

○国内外からの観光客受入促進

○県内の文化財等の地域資源の更なる保全・活用
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○世界遺産研究・情報発信促進

（解説）

紀伊半島の「高野山 「熊野」は、古く神話の時代から続く自然への」、

信仰と海外から伝来した仏教文化が融合し、独自の展開が図られる中で、

当時の都を始め、全国各地から多数の参詣者が畏敬や崇拝の念に満ちた思

いを胸に訪れた地域である。こうした人々の交流を通じて熊野・高野地域

には、多くの優れた歴史的風景、遺構、建物、美術品、工芸品等の文化的

資産が形成、蓄積されている。これらは、世界的にも貴重な資産として後

世に適切に引き継いでいく人類の宝というべきものであり、平成16年には

ユネスコにより世界遺産として登録されたところである。

本総合特区においては、県内の世界遺産関連地域（世界遺産の資産が所

在する市町及び世界遺産に関連する文化財が所在する市町）に残された文

化財等について、さらなる学術調査研究の推進や、市町村、住民、文化財

所有者等との密接な連携による文化資源の適切な保全を図るとともに、国

内で始めて「文化的景観」として高く評価された本地域の文化資源の希少

性、独自性といった特性にふさわしい国外・国内からの観光客の受入等に

努める。

イ）評価指標及び数値目標

評価指標(1)：世界遺産関連地域における観光客総数（延べ人数）

数値目標(1)：１０，７００，４３３人（Ｈ２２年）

（うち宿泊客数 3,406,550人、日帰り客数7,293,883人）

→ １，１３０万人（Ｈ２７年）

（ 、 ）うち宿泊客数 ３７０万人 日帰り客数７６０万人

評価指標(2)：世界遺産関連地域における外国人宿泊客総数（延べ人数）

数値目標(2)：８８，２９１人（Ｈ２２年） → １５万人（Ｈ２７年）

評価指標(3)：世界遺産を管理する市町や所有者が実施する維持管理事業及

び保存修理事業に対する年間補助事業数

数値目標(3)：１６件（Ｈ２３年度）→ ３０件（Ｈ２７年度）

評価指標(4)：新宮市文化複合施設における開設初年度（Ｈ２７年度予定）

の利用者総数（延べ人数）

数値目標(4)：熊野学センター １４０，０００人

文化ホール １２５，０００人

図書館 １８０，０００人

ウ）数値目標の設定の考え方
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数値目標(1)の目標達成に寄与する事業としては、観光客誘致対策事業等

を想定している。

現時点で想定する各事業の寄与度は以下の通り。

○観光客誘致対策事業（ウェブ等を活用した情報発信） ：２０％

○戦略的首都圏対策事業（高野・熊野講座、南紀白浜空港利用促進等）

：２０％

○近畿圏・東海圏誘客対策事業（高野・熊野講座、ネクスコ・鉄道タイ

アップ、リピーター化促進等） ：３０％

○世界遺産推進事業（10万人の参詣道環境保全ウォーク、世界遺産セミ

ナー、世界遺産マスターの活用等） ：３０％

数値目標(2)の目標達成に寄与する事業としては、国際観光推進事業、外

国人観光客の受入環境整備事業等を想定している。

現時点で想定する各事業の寄与度は以下の通り。

○国際観光推進事業（ファムトリップ受入、海外プロモーション活動）

：５０％

○外国人観光客の受入環境整備事業（通訳案内士以外の観光ガイド制度

の創設） ：２５％

○外国人観光客の受入環境整備事業（その他） ：１５％

○南紀白浜空港や県内港湾への国際チャーター便、クルーズ船の就航・

寄港促進 ：１０％

数値目標(3)の目標達成に寄与する事業としては、世界遺産緊急保全対策

事業及び文化財保護育成補助事業を想定している。

現時点で想定する各事業の寄与度は以下の通り。

世界遺産緊急保全対策事業：５０％

文化財保護育成補助事業 ：５０％

数値目標(4)の目標達成に寄与する事業としては、高野、熊野の世界遺産

関連の拠点施設及び情報発信基地として、新宮市が整備する新宮市文化複合

施設整備への補助事業を想定している。

現時点で想定する各事業の寄与度は以下の通り。

新宮市文化複合施設の整備：１００％

ⅱ）包括的・戦略的な政策課題と解決策

ア）政策課題
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＜国内外からの観光客受入促進＞

（解説）

これまでも世界的に優れた観光資源としての世界遺産関連文化財等を

活用するとともに、観光に関連した社会資本整備や受入体制等の整備を

行ってきているが、外国人観光客の増加に対応するため、それらの整備

を早急に進める必要がある。

◇対象とする政策分野：ｏ）観光

＜県内における文化財等の地域資源の更なる保全・活用＞

（解説）

県内の世界遺産関連地域に残された世界的にも貴重な文化財等の地域

資源について、保全･保護、活用への取り組みをより強化することによ

り、地域の活性化につなげていく必要がある。

◇対象とする政策分野：ｔ）まちづくり関係

＜世界遺産文化研究・情報発信＞

（解説）

多くの優れた歴史的風景、遺構、建物、美術、工芸品等を世界的な資

産として後世に引き継ぎ、世界に向けて発信していくためには、県内の

世界遺産関連地域に残された文化財等の調査研究、情報発信を促進して

いく必要がある。

◇対象とする政策分野：ｊ）研究開発拠点の形成

・政策課題間の関係性

高野・熊野等世界遺産関連地域に残された文化財等について適切な保全

・活用を図るとともに、世界遺産研究・情報発信拠点の整備等によって国

内外からの観光客等受入増を図る。

イ）解決策

ａ）＜国内外からの観光客受入促進＞の解決策

世界的に優れた観光資源としての世界遺産関連文化財等を活用すると

ともに、国内外からの誘致を促進するため、世界遺産としての知名度を

活かし、観光に関連した社会資本整備、受入環境の整備・充実や効果的

なプロモーションの実施をより一層促進する。

○ 旅行業法の規制緩和（第三種旅行業者に対する業務範囲の拡大）

現在、隣接市町村等内に限定されている第三種旅行業者の業務範囲

を特区内においては、区域を拡大して募集型企画旅行が可能となるよ

う規制を緩和する。

○ 旅行業法の規制緩和（宿泊業者への旅行業者代理業の認可）
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特区内の宿泊業者（ホテル・旅館等）が、当該施設宿泊者の旅行に

ついて、特別に旅行業者代理業を営むことができるように旅行業法等

の規制を緩和する。

○ 通訳案内士以外の通訳ガイド（新ガイド）によるガイド業務の実施

現在では国家資格である通訳案内士以外が有償でガイド業務を行う

ことができないが、増加する外国人観光客に対応するとともに、外国

人観光客のうちガイド付きの観光を楽しむ者の割合を高め満足度向上

を図るため、通訳案内士以外の者であって一定の要件を満たした者が

有償でガイド業務を行えるよう、現行の通訳案内士制度を緩和する。

○ 通訳案内士等による旅客業務の創設

特区内を訪れる旅行者の利便性の向上を図るため、特区内において

一定の条件を満たした通訳案内士、新ガイド及び語り部等が運転する

自家用自動車を使用した有償旅客運送を可能とするよう道路運送法を

緩和する。

○ 道路運送法の許可の条件付き緩和

現在、発着地のいずれかが営業区域内（和歌山県及び、県外につい

） 、ては営業所の隣接市町村内 に限定されている一般旅客運送について

特区内においては、新大阪駅や関西国際空港に代表される交通ターミ

ナル等スポット的な地点を条件付きで運送行為ができるよう緩和す

る。

○ 世界遺産地域における公共施設、観光施設等の多言語表記への支援

世界遺産地域を訪れる外国人観光客の利便性、安全性の向上を図る

ため、関係地域における交通施設、観光施設での情報提供施設の多言

語化について支援する。

○ ＣＩＱ（税関、出入国管理、検疫）体制の充実に対する支援

関税法、出入国管理法等の関係法令により、国際線に指定されてい

ない空港への国際チャーター便の乗り入れについては、近隣のＣＩＱ

機関の職員が出張により対応しているが、限られた体制であることか

ら全ての乗り入れ希望に対して、十分に対応できないことが懸念され

ており、外国人観光客の誘致促進のため、南紀白浜空港におけるＣＩ

Ｑ派遣体制の充実を行う。

ｂ）＜県内における文化財等の地域資源の更なる保全・活用＞の解決策

県内の世界遺産関連地域に残された世界的にも貴重な文化財等の地域

資源について、県内の文化財所有者等と連携し、保全･保護、活用への

取り組みをより強化することで、地域の活性化につなげる。
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○ 国宝重要文化財等保存整備費補助金の重点配分及び補助率加算

地域内の歴史的建造物や美術工芸品等の保存、修復を行うための国

庫補助金の重点配分及び同補助率の引き上げ

○ 世界遺産登録地におけるバッファーゾーンでの史跡保存・景観保全事

業に対する国庫補助制度の創設

バッファーゾーンにおける景観保護を目的とした土地買い上げや未

指定文化財の保全対策に係る国庫助成制度の整備

○ 自然災害等の発生時における文化財緊急補修制度の創設

地域内の文化財が台風等の災害において損傷した場合、速やかに修

繕・補修等の対策が講じられるための補助制度の整備

ｃ）＜世界遺産文化研究・情報発信＞の解決策

多くの優れた歴史的風景、遺構、建物、美術、工芸品等を世界的な資

産として後世に引き継ぎ、世界に向けて発信していくために、県内の世

界遺産関連地域に残された文化財等の調査研究、情報発信をより一層促

進する。

○ 世界遺産関連の研究拠点施設に対する補助

「熊野 「高野」の世界遺産に関する歴史や文化に関する学術資」、

料の収集や研究者等の交流拠点及び文化財の展示等のため市町村が行

う施設整備への支援

【新宮市文化複合施設】

文化ホール、熊野学センター、図書館の合築方式の整備を計画

平成２３年２月 基本計画策定

概算事業費 ５０億円

ⅲ）取組の実現を支える地域資源等の概要

①地域の歴史や文化

高野地域は、弘法大師（空海）が８０６年に唐から帰国し、真言密教の根本

道場として開創された山岳宗教都市であり、年間１２０万人を越える参拝者や

観光客を受け入れており 「日本人の心のふるさと」と言える地域である。、

また、熊野地域は、平安時代から鎌倉時代にかけて「蟻の熊野詣」と言われ

るほど 当時の上皇・貴族から庶民に至るまで様々な人々がはるばる訪れた 信、 「

仰の地」であり、多くの名所、旧跡、文化財や伝統行事も保存されており、日

本三大火祭りの１つとなる「那智の火祭り」など、伝統行事も盛んである。

・国指定等文化財 ５７７件

・紀伊山地の霊場と参詣道（平成１６年世界遺産登録）
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②地理的条件

高野地方は紀伊山地の北西部に位置しており、東部は奈良県と接している。

特に世界遺産に登録された高野山は、海抜200メートル～1100メートル級の

連峰が累積する。

熊野地方は、和歌山県の南部で、紀伊半島南西部に位置しており、東部は奈

良県と三重県に接している。また、海岸部は紀伊水道、熊野灘に面し、本州最

南端となる潮岬など、黒潮洗う風光明媚なリアス式の海岸美を誇っている。こ

、 、の地域は森林が約８割を占めており 日本一の落差を誇る那智の滝や瀞峡など

景勝にも富んでいる。

③社会資本の現状

高速道路として、紀伊半島を一周する近畿自動車道紀勢線、京都・奈良・和

歌山を結ぶ京奈和自動車道、これら高速道路を補完し、経済発展、観光振興、

災害時の緊急輸送等、県内の一体的発展に寄与する内陸部骨格道路（Ｘ軸ネッ

トワーク）及び府県間道路の概成に向け整備促進を行っている。

近畿自動車道紀勢線や、京奈和自動車道の早期整備については、平成２７年

を目標に事業を促進している。

また、南紀白浜空港が和歌山県内の一大観光地である白浜町の中心部に位置

している。

④地域の産業を支える企業の集積等

申請区域の範囲内における和歌山県知事登録旅行業者数

・第２種旅行業種旅行業者数： ６

・第３種旅行業種旅行業者数：１６

⑤人材、ＮＰＯ等の地域の担い手の存在等

（ 、外国人観光客を対象として通訳を行うＮＰＯ 高野異文化交流ネットワーク

Ｍｉ・Ｋｕｍａｎｏ）や世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の保全と適切な

活用を推進するため、ボランティアで世界遺産及びその周辺地域のパトロール

を実施する民間リーダー「和歌山県世界遺産マスター（世界遺産に関する研修

を行った後、認定試験を経て和歌山県知事が認定 」が存在している。）

⑥地域内外の人材・企業等のネットワーク

・和歌山県世界遺産協議会

・和歌山県世界遺産協議会各地域（高野、熊野、大辺路）協議会
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③ 目標を達成するために実施し又はその実施を促進しようとする事業の内容

ⅰ）行おうとする事業の内容

＜国際観光推進＞

ア）事業内容

観光庁、日本政府観光局や関西広域機構や県内観光事業者等と連携して、

台湾・韓国・香港・中国・シンガポール・タイのアジア諸国及び欧米・豪州

・カナダ等の対象国に対し、嗜好をふまえた効果的なプロモーションを展開

する。また、南紀白浜空港へのチャーター便の誘致等により、効果的な誘客

を行う。

イ）想定している事業実施主体

和歌山県、関係市町、県内観光事業者

ウ）当該事業の先駆性

日本政府観光局東京本部や海外事務所と連携しつつ、和歌山県内ファムト

リップの行程案作成・同行・現地説明等を通じて、当該ファムトリップを積

極的かつきめ細やかにサポートしている。

エ）関係者の合意の状況

下記に示す、旅行博覧会出展やセールスコールといった海外プロモーショ

ン活動や、ファムトリップの受入においては、県内観光関係者や県内各市町

村の協力・参画を得ているところである。

オ）その他当該事業の熟度を示す事項

平成22年度実績

・海外プロモーション実施国

中国・台湾・香港・韓国・シンガポール・タイ・トルコ・スペイン

・イタリア・フランス

・ファムトリップ受入実施エージェント・メディアの対象国

中国・台湾・香港・韓国・ドイツ・フランス・アメリカ・イギリス

・カナダ・フィンランド

・商談会出席

YOKOSO!JAPAN トラベルマート2010への出展・商談会の実施

・南紀白浜空港への国際チャーター便の就航促進

＜外国人観光客の受入環境整備＞

ア）事業内容

通訳案内士以外の観光ガイド制度の創設、世界遺産地域内における誘導板

・解説板の設置など、外国人観光客の受入環境を整備することにより、外国

8
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人観光客の満足度を向上させ、海外からの更なる観光客誘致を図る。

イ）想定している事業実施主体

和歌山県

ウ）当該事業の先駆性

今後進むであろう個人旅行化に対応して、外国人観光客から要望の多い言

語バリアフリー化等を進め、観光地としてのレベルアップを図るために、観

、 、光ガイドレベルアップ支援 外国人受入環境向上のためのアドバイザー派遣

外国人接遇研修会等を総合的に実施することにより、ホテルスタッフから観

光ガイドまで幅広く外国人観光客の受入ができる環境を整えているところで

ある。また、地元の旅行会社が個人の外国人観光客の受入に熱心に取り組ん

でおり、宿泊施設の予約や観光ガイドの手配はもとより、きめ細やかな行程

相談にも応じている。このことにより、安心して外国人観光客がお越し頂け

るとともに、外国人観光客の満足度が高くなる効果が期できる。

エ）関係者の合意の状況

下記のとおり、外国人観光客の受入環境整備のために、研修会への支援や

研修会の実施、アドバイザー派遣に取り組んでおり、県内観光関係者による

利活用が行われているところである。

オ）その他当該事業の熟度を示す事項

・観光ガイドレベルアップ支援

観光ガイド団体の実施する研修会等に対して、必要対象経費の1/2を

支援している。この研修会等を通じて、通訳案内士ではないものの、現地

に精通し、かつガイド能力を十分に持った人材の育成が進んでいる。

・外国人観光客受入環境向上のためのアドバイザー派遣（平成21年度～）

各地域や団体に専門アドバイザーを派遣。当該専門アドバイザーにより

その地域に応じた研修会が開催され、各回30名～40名程度が参加。

・外国人接遇研修会（平成18年度～）

全国的に有名な旅館の経営者や観光関連団体から講師を招き毎年度開

催。各回70名程度が参加。

・誘導板・解説板の整備（平成20～22年度実施）

デザインを統一した誘導板・案内板を世界遺産地域内の寺社や中辺路・

大辺路・町石道などの参詣道に設置

・ 観光施設整備補助金」事業（平成14年度～）「

県内市町村の観光施設や案内板整備に対する補助事業で、毎年度１～２

件の観光案内板の多言語標記化に助成を実施。

＜観光振興のための世界遺産の保全と活用＞

9
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ア）事業内容

世界遺産環境保全ウォーク、世界遺産リーフレット作成、世界遺産マスタ

ーの研修等を実施するとともに、世界遺産環境保全活動の必要性について、

大都市圏においてＣＳＲ推進セミナーを開催し、世界遺産の環境保全による

誘客を図る。

イ）想定している事業実施主体

和歌山県、関係市町、ＮＰＯ、団体、企業、県内小中高校等

ウ）当該事業の先駆性

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の本質的価値を再認識し、次世代に

良好な状態で継承するため、ボランティア、ＣＳＲ活動、課外授業等を活用

した参詣道の普及啓発・環境保全活動を実施

エ）関係者の合意の状況

和歌山県世界遺産センター、和歌山県世界遺産協議会及び和歌山県世界遺

産協議会各地域協議会（高野・熊野・大辺路）により、協議のうえ、事業実

施が行われている。

オ）その他当該事業の熟度を示す事項

・県内小中高校生等の課外授業による環境保全活動の推進

・世界遺産マスター事業（H18年度～）

世界遺産のパトロールや普及啓発を実施するため、ボランティアと

して県が認定（H23年3月末現在95人）

・参詣道の環境保全活動を実施（H21年度～）

（H21.7高野山町石道、H21.9熊野古道中辺路、H21.11熊野古道大辺路、

H22.1熊野古道中辺路、H22.7高野山町石道、H22.10熊野古道中辺路、

H22.11熊野古道大辺路）

・企業・団体等に対して環境保全活動の働きかけ、説明会を実施

・世界遺産保全活動「道普請ウォーク」

企業や団体を対象にＣＳＲ活動や研修の一環として、参詣道の維持

、修復活動等の世界遺産保全活動に、ボランティアとして協力頂く

「道普請ウォーク」をプログラム化。

＜文化財等保全事業＞

ア）事業内容

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」関連文化財及び文化的景観の保全

のために実施する事業に要する経費の一部について所有者等に対して補助

金を交付

イ）想定している事業実施主体

10
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和歌山県、世界遺産関連文化財を管理する市町及び所有者

ウ）当該事業の先駆性

他の世界遺産地域では実施していない和歌山県独自の補助金制度を創設

し、国の補助金制度の対象とならない事業における文化財等所有者等に対

しても補助を実施

エ）関係者の合意の状況

世界遺産を管理する市町や所有者が実施する、維持管理事業や保存修理

事業に補助と技術的な指導を行い、適切な保護に努めている。

オ）その他当該事業の熟度を示す事項

和歌山県世界遺産緊急保全対策事業を平成１９年度から県独自補助金事

業として実施

ⅱ）地域の責任ある関与の概要

ア）地域において講ずる措置

ａ）地域独自の税制・財政・金融上の支援措置

・和歌山県世界遺産緊急保全対策事業補助金

（Ｈ１９年より措置／Ｈ２３年度予算額：１０，０００千円）

ｂ）地方公共団体の権限の範囲内での規制の緩和や地域の独自ルールの設定

・和歌山県文化芸術振興条例（平成21年3月）

・和歌山県文化芸術振興基本計画（平成22年４月）

「文化で元気」な地域づくりを進めるため、優れた文化資源を適切

に保存、継承していくとともに、大学や研究所等の学術研究機関、農

林水産業や観光業等の県内産業等連携しながら、資源の有効かつ効果

的な活用を図ることにより本県の新しい地域づくりに取り組む。

・和歌山県文化財保護条例（昭和31年度）

文化財保護法第182条第2項の規定に基づき、県の区域内に存する文

化財のうち重要なものについて、保存及び活用のため必要な措置を講

じる。

・和歌山県景観条例（平成20年度）

県や県民等が守るべき責務、景観形成の基本となる景観計画の策定

及び運用のための必要事項、届出対象となる行為、景観審議会の設置

や運営などについて規定し、景観計画により、地域特性を活かした良

好な景観の形成を図ることを目的とする。

・和歌山県世界遺産条例（平成17年度）

世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約の精神に基づき、

人類共有の財産「紀伊山地の霊場と参詣道」を将来の世代へ確実に引
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き継ぐとともに、世界の人々の心の豊かさの向上に寄与することを目

的とする。本条例において、県民等が世界遺産についての理解と関心

を深めるため、毎年７月７日を和歌山県世界遺産の日、７月１日から

７月７日を和歌山県世界遺産週間と定めている。

ｃ）地方公共団体等における体制の強化

和歌山県世界遺産センター（H17年4月1日設置／人員６名）

イ）目標に対する評価の実施体制

ａ）目標の評価の計画

数値目標(1)：毎年度末に評価実施予定

数値目標(2)：毎年度末に評価実施予定

数値目標(3)：毎年度末に評価実施予定

数値目標(4)：開所後、毎年度末に評価実施予定

ｂ）評価における地域協議会の意見の反映方法

実施計画の進捗状況、目標の達成状況、社会情勢等を考慮し、適宜見直

しを行う。

ｃ）評価における地域住民の意見の反映方法

事務事業評価を県のホームページにより公開し、意見募集を行う。

ⅲ）事業全体の概ねのスケジュール

ア）事業全体のスケジュール

平成２４年１月 地域協議会（計画策定）

平成２４年２月 国と地方の協議の場（規制の特例、支援措置協議）

平成２４年３月 地域協議会（認定申請）

平成２４年６月 地域協議会（事後評価 、以後毎年６月に開催予定）

イ）地域協議会の活動状況

平成２３年３月 総合特区法に基づく地域協議会設立に向け、関係市町

村を対象とした説明会の開催

平成２３年８月 地域協議会設立に向けた関係市町村ブロック別（高野

、熊野、大辺路）説明会・意見交換会の開催

平成２３年８月 事業実施関係団体、ＮＰＯ、有識者等へ個別に説明、

意見聴取

平成２３年９月 地域協議会構成員へ指定申請書案について意見照会

（ＩＣＴ活用）

平成２３年９月 総合特区法に基づく地域協議会として、和歌山県高野
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・熊野等地域活性化協議会を設立。

・当初構成員 和歌山県

田辺市

新宮市

かつらぎ町

九度山町

高野町

白浜町

すさみ町

那智勝浦町

社団法人和歌山県タクシー協会

社団法人和歌山県バス協会

一般社団法人田辺市熊野ツーリズムビューロー

特定非営利活動法人高野山異文化交流ネットワーク

特定非営利活動法人Ｍｉ・Ｋｕｍａｎｏ

社団法人全国旅行業協会和歌山県支部

社団法人日本旅行業協会和歌山地区会

和歌山県旅館ホテル生活衛生同業組合

社団法人和歌山県観光連盟

社団法人和歌山県文化財研究会

財団法人和歌山県文化財保護協会

和歌山大学

高野山大学

熊野学研究委員会

・設立目的 県内の世界遺産関連地域に残された文化財等の学術

的な調査研究の促進や、住民等との連携による文化資

源の適切な保全と継承、地域資源としての活用を図る

ことによる地域活性化や自立に向けた取組に寄与

平成２３年９月 第１回和歌山県高野・熊野等地域活性化協議会開催
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別添４ 指定申請書の区域に含まれる行政区域を表示した図面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田辺市 

白浜町 

すさみ町 

新宮市 

那智勝浦町 

高野町 

九度山町 

かつらぎ町 

和歌山県 

和歌山県「高野・熊野」文化・地域振興総合特区
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別添６ 

 

 

地域活性化総合特別区域の指定申請に伴う新たな規制の特例措置等の提案書 

 

 

平成２３年９月３０日   

 

 

 内閣総理大臣 野田 佳彦 殿 

 

 

 

和歌山県知事 仁坂 吉伸      

 

 

 

 総合特別区域法第３３条第１項の規定に基づき、地域活性化総合特別区域の指定

申請に伴い、新たな規制の特例措置その他の特別の措置として、別添提案書の通り

提案します。 
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規制の特例措置等の提案書 

 

 

１ 提案団体名 

   和歌山県 

 

２ 提案内容 

   別表のとおり 
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別表　規制の特例措置等の提案書

政策課題 解決策 規制 税制 財政 金融
その
他

旅行業法の規制緩和
（第３種旅行業者に
対する業務範囲の拡
大）

旅行業法施行規則第１条の
２第１項第３号に規定の第三
種旅行業者の募集型企画旅
行実施の範囲は隣接市町村
内に限定されている。

現在、隣接市町村内に限定
されている第三種旅行業者
の募集型企画旅行実施の範
囲を認定特区内に拡大す
る。

観光資源は特定市町村の隣
接区域に限らず県下全域に
あり、地域で活躍している第
三種旅行業者の募集型企画
旅行実施範囲の拡大によ
り、広域観光の推進に繋が
る。

国内外からの観光客受入促進 世界遺産の知名度を活かし、観
光関連の社会資本整備、受入体
制の充実、効果的なプロモーショ
ンのより一層の促進

旅行業法第４条第１項第４号
旅行業法施行規則第１条の
２第３項

国土交通省（観光庁）

○

旅行業法の規制緩和
（宿泊業者への旅行
業業者代理業の認
可）

旅行業者代理業を営むため
には、旅行業法第１１条の２
に規定する旅行業務取扱管
理者の設置が義務づけられ
ている。

特区内の宿泊業者（ホテル・
旅館等）が、当該施設宿泊
者の旅行について、旅行業
務取扱管理者に代えて、一
定の研修を修了した者を特
区内限定旅行業務取扱管理
者として　選任できるように
する。

宿泊業者の幅広いサービス
提供により、着地型旅行商
品の販路拡大、リピーターの
確保、集客力の向上につな
がる。

国内外からの観光客受入促進 世界遺産の知名度を活かし、観
光関連の社会資本整備、受入体
制の充実、効果的なプロモーショ
ンのより一層の促進

旅行業法第１１条の２ 国土交通省（観光庁）

○

通訳案内士以外の通
訳ガイド（新ガイド）の
ガイド業務の実施

現行制度では外国人に対す
る有償ガイドには通訳案内
士の資格が必要であるが、
就業者は登録者のうち25％
程度でそのうち74％が都市
部に集中しており、地方部で
の有償外国人ガイドが不足
している。

総合特区の区域内におい
て、総合特区自治体による
研修を経た通訳案内士以外
の者による有償ガイド行為を
可能とし、有償外国人ガイド
数の増加を図る。

資格がない者でも特区自治
体による研修を修了すれば
「特区ガイド」として有償ガイ
ド業務が可能となり、有償ガ
イド不足の解消につながる。

国内外からの観光客受入促進 資格がない者でも特区自治体に
よる研修を修了すれば「特区ガイ
ド」として有償ガイド業務が可能と
なり、地域の有償ガイド不足に対
し、特区内に特区ガイドを設ける
ことで有償外国人ガイド数を増や
し、地域への訪日外国人旅行者
の拡大をはかる。

総合特別区域法第４３条
（通訳案内士法の特例）

国土交通省（観光庁）

○

道路運送法の規制緩
和（通訳案内士等に
よる旅客業務の創
設）

現行の道路運送法第７８条
に規定の自家用有償旅客運
送の範囲では、本事業を行
うことができない。

一定の条件を満たした通訳
案内士、特区ガイド、語り部
等による自家用自動車を使
用した有償旅客運送を可能
とする制度を創設する。

主要観光地間が山間地で鉄
道路線がないため、通訳案
内士等が運転する自家用自
動車により同行することによ
り、旅行者の利便性が向上
するとともに、二次交通アク
セスの課題解決に繋げるた
め。

国内外からの観光客受入促進 通訳案内士等が運転する自家用
自動車により同行することによ
り、旅行者の利便性を確保すると
ともに、旅行者のニーズに合わせ
た着地型旅行商品の提供による
観光客増を図る。

道路運送法第７８条 国土交通省（運輸局）

○

道路運送法の許可の
条件付き緩和

道路運送法第２０条におい
て、一般旅客運送について、
発着地のいずれかが営業区
域内（和歌山県及び、県外
については営業所の隣接市
町村内）に限定されている。

特区内においては、新大阪
や関空に代表される交通
ターミナル等スポット的な地
点を条件付きで運送行為が
できるよう緩和する。

現行の道路運送法に基づく
事業免許では、一部の輸送
形態においては、来県する
旅客を自県のバス事業者が
輸送できない。

国内外からの観光客受入促進 旅行者の大半は主要ターミナル
を経由し来県するため、旅行者の
利便性の向上により、観光客増
を図る。

道路運送法第２０条 国土交通省（運輸局）

○

ＣＩＱ（税関、出入国管
理、検疫）体制の充
実

近隣のＣＩＱ機関の職員が出
張により対応しているが、限
られた体制であることから、
出入国に要する時間の短縮
ができなかったり、日によっ
て派遣ができなかったりし、
乗り入れ希望に対して、十分
に対応できないことがある。

南紀白浜空港へのＣＩＱ関係
職員の派遣体制の充実を行
う。

国際チャーター便就航促進
のためには、出入国に要す
る時間の短縮や、日による
制約を無くすことなどが重要
であり、派遣人員増員等が
必要であるため。

国内外からの観光客受入促進 南紀白浜空港への国際チャー
ター便の就航促進が図られ、海
外からの更なる観光客の誘致促
進に繋げる。

関税法
出入国管理及び難民認定法
検疫法　など

財務省（税関）
法務省（入国管理局）
厚生労働省（検疫所）

○

国宝重要文化財等保
存整備費補助金の重
点配分及び補助率加
算

国宝重要文化財等保存整備
費補助の強化が必要

県内の世界遺産関連文化財
等を後世に継承するため、
国宝重要文化財等保存整備
費補助の強化

県内の世界遺産関連地域に
残された貴重な文化財等の
地域資源の保全・保護、活
用への取組を強化すること
により地域の活性化に繋げ
るため。

県内における文化財等の地域資
源の更なる保全保護と活用

県内世界遺産関連地域に残され
た文化財等について適切な保全
と活用を図る。

文化財保護法 文部科学省（文化庁）

○

区分

根拠法令等
現行の規制・制度の所管・関
係官庁

提案団体名：和歌山県

政策課題・解決策との関係

提案理由改善提案の具体的内容
現行の規制・制度の概要と
問題点

提案事項名

提案事項管理
番号
※ 事務局入
力欄
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政策課題 解決策 規制 税制 財政 金融
その
他

区分

根拠法令等
現行の規制・制度の所管・関
係官庁

政策課題・解決策との関係

提案理由改善提案の具体的内容
現行の規制・制度の概要と
問題点

提案事項名

提案事項管理
番号
※ 事務局入
力欄

世界遺産登録地にお
けるバッファゾーンで
の史跡保存・景観保
全事業に対する国庫
補助制度の創設

バッファーゾーンにおける景
観保護を目的とした土地買
い上げや未指定文化財の保
全対策の強化が必要

バッファーゾーンにおける景
観保護を目的とした土地買
い上げや未指定文化財の保
全対策の補助金制度の創設

県内の世界遺産関連地域に
残された貴重な文化財等の
地域資源の保全・保護、活
用への取組を強化すること
により地域の活性化に繋げ
るため。

県内における文化財等の地域資
源の更なる保全保護と活用

県内世界遺産関連地域に残され
た文化財等について適切な保全
と活用を図る。

文化財保護法 文部科学省（文化庁）

○

自然災害等の発生時
における文化財緊急
補修補助制度の創設

県独自の世界遺産緊急対策
保全事業により、所有者・管
理者に対し、自然災害等に
よる文化財補修事業に対
し、補助事業を行っている
が、大きな被害の場合対応
できない。

自然災害等による、文化財
緊急補修事業が発生した場
合、の国の補助金制度の創
設

県内の世界遺産関連地域に
残された貴重な文化財等の
地域資源の保全・保護、活
用への取組を強化すること
により地域の活性化に繋げ
るため。

県内における文化財等の地域資
源の更なる保全保護と活用

県内世界遺産関連地域に残され
た文化財等について適切な保全
と活用を図る。

文化財保護法 文部科学省（文化庁）

○

世界遺産関連の研究
拠点施設に対する補
助

歴史や文化に関する学術資
料の収集や研究者等の交流
拠点及び文化財の展示等の
ため市町村が行う施設整備
に対する財政支援の制度が
ない。

「熊野」、「高野」の世界遺産
に関する歴史や文化に関す
る学術資料の収集や研究者
等の交流拠点及び文化財の
展示等のため新宮市が行う
施設整備への支援

県内の世界遺産関連地域に
残された文化財等の調査研
究、情報発信をより一層促
進する。

世界遺産文化研究・情報発信 多くの優れた歴史的風景、遺構、
建物、美術、工芸品等を世界的
な資産として後世に引き継ぎ、世
界に向けて発信していくために
は、県内の世界遺産関連地域に
残された文化財等の調査研究、
情報発信を促進していく必要があ
る。

－ － ○

※「区分」欄には、該当する区分に「○」を記載してください。（複数記入可。）
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別添９ 地域協議会の協議の概要 

 

地域協議会の名称 和歌山県高野・熊野等地域活性化協議会 

地域協議会の設置日 平成２３年９月２２日 

地域協議会の構成員 別表のとおり 

協議を行った日 平成２３年９月２２日 

協議の方法 協議会を開催 

協議会の意見の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以下の意見については、ＩＣＴを活用し、各委員に対し事前に申請書（素

案）を送付し意見聴取を実施した際に提出されたもの。 

 意見に対する対応のとおり、追加・修正等を行い、協議会当日審議。 

１ 国内外からの観光客の受入促進の解決策として、発着のいずれかが営業

区域内に限定されている一般旅客運送について、交通ターミナル等スポッ

ト的な地点（新大阪駅、関西国際空港等）を条件付きで運送行為ができる

よう追加すべき。 

２ 通訳案内士等による旅客業務の創設（道路運送法の特例）について、こ

の規制緩和を実施した場合、ニーズがあるのか疑問。 

３ 通訳案内士以外の通訳ガイドによるガイド業務の実施（通訳案内士法の

特例）、及び、通訳案内士等による旅客業務の創設（道路運送法の特例）

により、地元観光の促進につながると確信しているが、一方で、エリア（

高野地域、熊野地域等）を越えたガイド活動により各地域の地元ガイドの

活動を脅かす危険性がある。エリアを越えたガイドの依頼についてバトン

タッチ形式で共存共栄を図ることはできないか。 

４ 区域の範囲について、奈良県、三重県を含めた、世界遺産「紀伊山地の

霊場と参詣道」の登録資産の所在する市町村にすべき。 

５ 薬事法の特例（漢方薬の通信販売の規制の特例）の追加 

６ 農林漁家民泊にかかる旅館業法、消防法、食品衛生法の特例 

意見に対する対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 意見を踏まえ、指定申請書及び規制の特例措置等の提案書に記載を追加

した。 

２ 事業者への意見聴取において、高野－熊野間のアクセスについての問い

合わせや要望があるとのことであり、制度の枠組みをつくり受入体制を整

備することが先決と判断した。 

３ 事業者間における調整等により対応可能と考えている。 

４ まずは和歌山県内の事業関係者間の合意形成を図った上で「和歌山モデ

ル」として事業を実施し、その上で、隣接県との連携を検討することとし

、本申請における区域の範囲は、県内の登録資産の所在市町村とする。 

５ 第三類医薬品以外のインターネット等販売について、平成25年3月31日

まで経過措置が延長されていることから、その結論が出るまでの間、動向

に注視し、今回の規制緩和への追加は見合わせる。 

６ 県の認定を受けた農家民宿施設等についての規制緩和は、和歌山県条例

に定める基準の規制緩和の対象であり、特区申請には含めないこととする

。 
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別表 

名   称 分   野 

和歌山県 地方公共団体 

田辺市 

新宮市 

かつらぎ町 

九度山町 

高野町 

白浜町 

すさみ町 

那智勝浦町 

社団法人和歌山県タクシー協会 
交通事業関係団体 

社団法人和歌山県バス協会 

一般社団法人田辺市熊野ツーリズムビューロー 
旅行・観光関係団体 

特定非営利活動法人高野山異文化交流ネットワーク 

特定非営利活動法人Ｍｉ・Ｋｕｍａｎｏ 

社団法人全国旅行業協会和歌山県支部 

社団法人日本旅行業協会和歌山地区会 

和歌山県旅館ホテル生活衛生同業組合 

社団法人和歌山県観光連盟 

社団法人和歌山県文化財研究会 
文化財関係団体 

財団法人和歌山県文化財保護協会 

和歌山大学 
学識経験者 

高野山大学 

熊野学研究委員会 
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別添１０ 指定申請書に記載した事業で、併せて提案した規制の特例措置等

の適用を見込む事業の一覧（参考資料） 

 

※ 新たに提案したものに加え、総合特別区域基本方針第５「総合特別区域における産業の国際競争

力の強化及び地域の活性化の推進に関し政府が講ずべき措置についての計画」に記載されているも

のについても、記載してください。 

※ なお、新たに提案したものについては、「新たな提案」の欄に「○」を記載してください。 

 

事業名 適用を見込む規制の特例措置等 新たな提案 

国内外からの

観光客受入促

進事業 

旅行業法の規制緩和（第３種旅行業者に対する業務範囲の拡大）（規制

の特例措置） 

旅行業法の規制緩和（宿泊業者への旅行業者代理業の認可）（規制の特

例措置） 

通訳案内士以外の通訳ガイド（新ガイド）によるガイド業務の実施（規

制の特例措置） 

道路運送法の規制緩和（通訳案内士等による旅客業務の創設）（規制の

特例措置） 

道路運送法の許可の条件付き緩和（規制の特例措置） 

ＣＩＱ（税関、出入国管理、検疫）体制の充実（その他の支援措置） 

○ 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

○ 

○ 

文化財等保全

事業 

国宝重要文化財等保存整備費補助金の重点配分及び補助率加算（財政

上の支援措置） 

世界遺産登録地におけるバッファゾーンでの史跡保存・景観保全事業

に対する国庫補助制度の創設（財政上の支援措置） 

自然災害等の発生時における文化財緊急補修制度の創設（財政上の支

援措置） 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

世界遺産関連

の研究拠点施

設に対する補

助事業 

世界遺産関連の研究拠点施設に対する補助（財政上の支援措置） ○ 
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別添１１　指定申請書に記載した事業ごとの支援措置の要望の一覧（参考資料）

●基本事項

平成 年度 （

●国の財政支援を希望する事業

（単位：千円）

＜記載要領＞

１．「国の財政支援を希望する事業」については、総合特区計画の推進のため、優先順位の高いものから順次記載してください。

２．「事業名」欄には、総合特区指定申請書に記載されたものと同じ名称を用いてください。

３．「事業内容」欄には、目的・対象者・規模等が分かるよう、かつ簡潔に記載してください。

４．「国の制度名」欄には、既存制度名や要綱名を記載してください。なお、作成団体で分からない場合、都道府県や地方支分部局等に可能な範囲内で問合せの上、記載してください。（どうしても分からない場合、「不明」で可）

新規制度の創設を希望する場合は空欄のままにしておいてください。

※内閣府所管の「総合特区推進調整費」は各府省の予算制度を補完するものであるため、「国の制度名」には各府省の予算制度名を記載してください。（総合特区推進調整費を記載することはできません。）
５．「新規拡充」欄には、新規制度の創設を希望する場合は「新規」を、既存制度の拡充を希望する場合は「拡充」を選択してください。（いずれでもない場合は空欄）

６．「新規・拡充内容」欄には、「新規」の場合は国が財政支援すべき理由を、「拡充」の場合は拡充の内容と理由を記載してください。
７．事業数が10を超える場合は、適宜、行挿入して追加してください。

８．「事業費」欄：補助金（交付金）の場合は補助（交付）対象経費を、地方負担がない事業の場合には国費相当額を記載してください。

９．「年度別事業費・国費」欄について、財政支援措置を希望する年度が５ヶ年を超える場合、適宜記入欄を追加してください。

9

10

0

0

0

0

0
8

0

0

0

7

5

0
6

文部科学省
（文化庁）

－
20,000 20,000

0

0

人類共有の財産である、高野、熊野
地域の世界遺産に関する文化財を
保護・収集し、研究する施設である
ため

0

750,000

10,000

－ － 新規

1,250,000 3,000,0005,000,000

0

10,000

4

新規

地域内の文化財が台風等の災害に
おいて損傷した場合、速やかに修
繕・補修等の対策が講じられるため
の補助制度の整備

3
自然災害等の発生時における文化
財緊急補修制度の創設

文化財等が災害において損傷し
た場合、速やかに修繕・補修等の
対策が講じられるための補助

所有者及び管理
者

世界遺産関連の研究拠点施設に対
する補助

高野、熊野の世界遺産を後世に
引継ぎ、国内外に向けて発信して
いくため、文化財を保護・収集する
とともに、研究者を育成する施設
を整備する

新宮市

92,000 20,000 20,000

46,000 10,000 10,000

12,000

事業
番号

事 業 名 事 業 内 容 实 施 主 体

文部科学省
（文化庁）

745,500

国 の 制 度 名
新規
拡充

150,000

バッファーゾーンにおける景観保
護を目的とした土地買い上げや未
指定文化財の保全対策の補助

文部科学省
（文化庁）

所有者及び管理
者

－

国宝重要文化財等保存整
備費補助金

拡充
127,500

6,000

2
世界遺産登録地におけるバッファ
ゾーンでの史跡保存・景観保全事業
に対する補助制度の創設

所管省庁名
Ｈ24

総事業費
（単位：千円）

新規・拡充内容
年度別　　事業費（上段）　・　国費（下段）

H26 H27H25

1
国宝重要文化財等保存整備費補助
金の重点配分及び補助率加算

歴史的建造物や美術工芸品等の
保全、修復を行うため補助

所有者及び管理
者

113,000

25,000 5,000

バッファーゾーンにおける景観保護
を目的とした土地買い上げや未指定
文化財の保全対策に係る国庫助成
制度の整備

50,000 10,000

地域内の歴史的建造物や美術工芸
品等の保保全、修復を行うための国
庫補助金の重点配分及び同補助率
の引き上げ

150,000240,000 133,000 72,500

H28

62,000127,500

新規

634,000 204,000

担当部署名 電話番号 E-Mail

年間）
和歌山県田辺市、新宮市、那智勝浦町、白浜町、すさ
み町、かつらぎ町、九度山町、高野町

計画期間 24 5年度　～　平成 28

10,000

5,0005,000 5,000 5,000

10,000 10,00010,000

地方公共団体に関する情報 地方公共団体名

総 合 特 別 区 域 の 名 称 和歌山県「高野・熊野」文化・地域振興総合特区

企画部企画政策局企画総務課

対象地域

担当者名

国際・地
域の別

地域

和歌山県

22


	110930、和歌山県、（別添３）総合特別区域指定申請書の概要版
	110930、和歌山県、総合特別区域指定申請書
	110930、和歌山県、（別添４）図面
	110930、和歌山県、（別添６）規制の特例措置等の提案書
	110930、和歌山県、（別添６・別表）
	110930、和歌山県、（別添９）地域協議会の協議の概要
	110930、和歌山県、（別添１０）規制の特例措置等を見込む事業の一覧
	110930、和歌山県、（別添１１）支援措置の要望の一覧



